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【機密性２】業務ガイドラインの改定について

＜主な改定ポイント＞
●プロポーザル方式
・企画提案書は特定テーマのみとする（実施方針、実施体制は求めない）
・特定テーマは原則１テーマとするが、テーマ当たり最大２枚迄とする

※発注規模が大きく、内容が複雑で複数テーマ設定することが妥当な場合には、２テーマ設定してもよい。

・ヒアリングの実施は業務の必要性により判断する。
※ヒアリングを実施する場合には、企画提案書の評価が上位３者程度に対してWEBで実施すること。

●総合評価【共通】※1:3はプロポで対応する

・技術提案書は新たな内容の実施方針評価のみとする（特定テーマは求めない）
・実施方針は業務フロー及び工程を含めてA4で１枚とするが、実施方針をA4で１枚と業務フロー及び
工程でA4 で１枚の合計２枚としても良い。（全体で２枚以内）

・ヒアリングは実施しない

●総合評価【測量・地質・用地等 現地での作業が主となる業務】

・技術提案書は新たな内容の実施方針とするが、評価項目に「現地体制」の項目を追加

●技術者評価項目の見直し
・優良表彰の評価を削除
・幅広い取り組み姿勢のうち、「学会誌への投稿の実績」について公告日より過去２年以内に変更

◆新しい生活様式に基づいた新たな業務の調達方針が必須
◆業務は原則、テレワークで実施することを考慮

◆受発注者双方の労力低減が求められる

※その他、コロナSPを踏まえた手続き等の簡略化については本改定でも推進していく。
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【機密性２】

【これまで】

【今回の改訂】

○企画提案書については、実施方針、実施体制、特定テーマについて記載し、後日ヒアリ
ングを実施。

○受発注者の負担軽減に向け企画提案書は特定テーマのみとする。（実施方針、実施体
制は求めない）

○特定テーマは原則１テーマとし、１テーマ当たり最大２枚迄とする。
※発注規模が大きく、内容が複雑で複数テーマ設定することが妥当な場合には、２テーマ設定してもよい。

○ヒアリングの実施は業務の必要性により判断する。
※ヒアリングを実施する場合には、企画提案書の評価が上位３者程度に対してWEBで実施する。

＜企画提案書 標準配点＞

（プロポーザル方式）
業務ガイドラインの改定について

〔改定前〕 〔改訂後〕

実施方針

業務実施体制

特定テーマ ６０

必要性に
より判断ヒアリング

５０

５

１０

あり

計６５点 計６０点

【特定テーマ１テーマ】

計６５点 計６０点

実施方針

業務実施体制

特定テーマ

ヒアリング

〔改定前〕 〔改訂後〕

【特定テーマ２テーマ】

２

必要性に
より判断

３０
３０

５

１０

あり

２５
２５
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【機密性２】

　・応募要件は必要最小限とし、透明性及び競争性の確保に努める

　・応募要件、評価基準の包括的審査

　・時間的猶予がない場合は、当該分野の専門家２名以上

  　の委員による持ち回り審査も可

　・ＷＴＯ協定適用業務は、日刊業界紙に掲載依頼

　・業務の概要

　・参加表明書及び企画提案書の提出方法

　・業務概要の詳細な情報

　・企画提案書の作成・提出に関する留意事項 ＊

　・応募要件、企画提案書の評価基準　等

＊

　・応募要件を満たす全ての者 ＊＊

　　非選定者には理由を付して通知

＊＊

　・ヒアリングの日時等の通知

　・企画提案書の評価が上位３者程度を対象とする。

　・企画提案書の審査（ヒアリング結果を含む）

　・時間的猶予がない場合は、当該分野の専門家２名以上

  　の委員による持ち回り審査も可

非特定者には理由を付して通知　

＊＊

参加表明者が技術提案書作成に要する作業量が少ない場合かつ業務の発注予定について十分に周知徹底が図られて

いる場合には５日程度の短縮が可能。

行政機関の休日に関する法律（昭和63年法律第91号）第1条に規定する行政機関の休日を含まない。

ヒアリングは原則実施しないが、やむを得ず実施する場合は５日程度延期が可能。

理由の説明要求に係る回答

設計共同体資格認定の通知

設計共同体認定

＊＊＊

企画提案書の特定・通知

＊＊＊

＊＊

＊

15

20

日

非特定理由の説明要求

内

ヒアリング

ヒアリング日時等の通知

建設コンサルタント選定委員会
入札・契約手続き運営委員会

応募要件の審査・選定要件の確認
（建設コンサルタント選定委員会の活用）

選定通知

総合評価審査委員会
(企画提案の審査)

30

日

設計共同体資格認定申請期限

以

日

理由の説明要求に係る回答

又

参加表明書、企画提案書
の提出期限

非選定理由の説明要求

30

日

5

日

5

は

5

日

程

度

20

日

総合評価審査委員会

建設コンサルタント選定委員会
入札・契約手続き運営委員会

競争参加者の資格に関する公示
（設計共同体公示）

手続き開始の公示、説明書の交付開始

日

内

以

内

7

日

10

日

以

契約手続きに移行

簡
易
公
募

拡
大

業務ガイドラインの改定について

◆ヒアリングを原則実施しないことにより、参加表明書、企画提案書の提出期限から企画提案書の特定・通知までの期間
を短縮。 ２０日以内→１５日以内

（簡易公募型（拡大含む）プロポーザル方式）

【改定後】【改定前】

　・応募要件は必要最小限とし、透明性及び競争性の確保に努める

　・応募要件、評価基準の包括的審査

　・時間的猶予がない場合は、当該分野の専門家２名以上

  　の委員による持ち回り審査も可

　・ＷＴＯ協定適用業務は、日刊業界紙に掲載依頼

　・業務の概要

　・参加表明書及び企画提案書の提出方法

　・業務概要の詳細な情報

　・企画提案書の作成・提出に関する留意事項 ＊

　・応募要件、企画提案書の評価基準　等

＊

　・応募要件を満たす全ての者 ＊＊

　　非選定者には理由を付して通知

＊＊

　・ヒアリングの日時等の通知

　・選定した全ての者を対象とする。

　・企画提案書の審査（ヒアリング結果を含む）

　・時間的猶予がない場合は、当該分野の専門家２名以上

  　の委員による持ち回り審査も可

非特定者には理由を付して通知　

＊＊

参加表明者が技術提案書作成に要する作業量が少ない場合かつ業務の発注予定について十分に周知徹底が図られて

いる場合には５日程度の短縮が可能。

行政機関の休日に関する法律（昭和63年法律第91号）第1条に規定する行政機関の休日を含まない。

理由の説明要求に係る回答

設計共同体資格認定の通知

設計共同体認定

設計共同体資格認定申請期限

以

日

理由の説明要求に係る回答

企画提案書の特定・通知

＊＊

＊

20

建設コンサルタント選定委員会
入札・契約手続き運営委員会

応募要件の審査・選定要件の確認
（建設コンサルタント選定委員会の活用）

選定通知

総合評価審査委員会
(企画提案の審査)

30

日

日

程

度

20

日

非特定理由の説明要求

内

ヒアリング

ヒアリング日時等の通知

又

参加表明書、企画提案書
の提出期限

非選定理由の説明要求

30

日

5

日

5

は

5

20

日

総合評価審査委員会

建設コンサルタント選定委員会
入札・契約手続き運営委員会

競争参加者の資格に関する公示
（設計共同体公示）

手続き開始の公示、説明書の交付開始

日

内

以

内

7

日

10

日

以

契約手続きに移行

簡
易
公
募

拡
大

３
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【機密性２】

（総合評価落札方式【１：１、１：２】）
業務ガイドラインの改定について

【これまで】

【今回の改訂】

○技術提案書については、実施方針、実施体制、（特定テーマ）について記載。

○技術提案書は新たな内容の実施方針のみとする。（実施体制、特定テーマは求めない）
○従来の「業務実施体制」から評価に値する項目は「実施方針」に取り入れる。
○従来の様式どおり実施方針は業務フロー及び工程を含めてA4で１枚とするが、実施方
針をA4で１枚と業務フロー及び工程でA4で１枚の合計２枚としても良い。（全体
で２枚以内）

○ヒアリングは実施しない。

４

〔改定前〕 〔改定後〕

実施方針

業務実施体制

特定テーマ

３０

なしヒアリング

１０

１０

１０

あり

計３０点 計３０点

＜技術提案書 標準配点＞

なし

実施方針

中部地方整備局

なし

１５

１５

なし

計３０点

【1:2】テーマ有・
ヒアリング有

【1:1】【1:2】テーマ無・
ヒアリング無



【機密性２】業務ガイドラインの改定について

【改定前】 【改定後】

５

（総合評価落札方式【１：１、１：２】）

＜技術提案書 標準配点＞

中部地方整備局

配点

判断基準

実施方針 目的、条件、内容の理解度が高い場合に優位に評価する。

業務実施手順を示す実施フロー及び工程表の妥当性が高い場合に
優位に評価する。

本業務における特殊性（業務特性）に基づいた着眼点（課題）等
の明確な記載がある場合に優位に評価する。

本業務における着目点（課題）や留意点とその対応策について適
切な内容の記載がある場合に優位に評価する。

業務実施体制
業務を遂行する上で確保される実施体制の適切性が高い場合に優
位に評価する。

業務の経験者や専門技術者を配置されている場合に優位に評価す
る。

業務成果の品質向上（ミス防止体制等）の記載内容の妥当性が高
い場合に優位に評価する。【業務内容に応じて、判断基準を修正
すること】

セキュリティー及びコンプライアンス対策についての記載内容が
それぞれ具体的に記載され、妥当性が高い場合に優位に評価す
る。【業務内容に応じて、判断基準を修正すること】

業務を遂行する上での実施体制に関する工夫点の妥当性が高い場
合に優位に評価する。【業務内容に応じて、判断基準を修正する
こと】

３０

実施体制

１５

評価項目

評価の着目点

合計

専門技術者

品質向上

セキュリティ及びコ
ンプライアンス対策

その他

業務理解度

１５

実施手順

課題・留意点

判断基準

実施方針 ①業務の課題に応じた対応方針を提案している場合に評価する。

②対応方針の提案根拠が明確で、課題解決に有意な対策である場
合に評価し、業務全体の課題改善度に応じてより優位に評価す
る。

③対応方針の実現性が高い場合に評価し、その内容がより高い場
合は優位に評価する。

④業務フローと提案された課題対応方針との整合性が高い場合に
評価し、節目となるポイント等が示されており、その整合性が高
い場合はより優位に評価する。

⑤業務工程表と業務フローとの間に整合性がある場合に評価し、
その内容に実現性が高い場合はより優位に評価する。

⑥工程に対し、繁忙期の人的体制、技術的な応援体制、手戻り防
止の業務評価体制、工程管理の実現性などが示されている場合に
評価し、提案内容の実現性が高い場合はより優位に評価する。

⑦業務成果の品質向上（ミスの防止対策など）の記載内容に具体
性があり、実現性が高い場合に評価する。

【測量・地質・用地等　現地での作業が主となる業務】
⑧業務を遂行する上で確保される実施体制の適切性が高く、業務
の経験者や専門技術者が配置されている場合に評価する。

３０

実施手順

評価項目

評価の着目点

課題対応方針

配点

品質向上

現地体制

合計

３０



【機密性２】

課 題 ・ 留 意 点

実 施 手 順

業 務 理 解 度 課 題 対 応 方 針

実 施 手 順

品 質 向 上

現 状 改 定 案

⑦具体的、実現性

②対応方針の根拠、解決への対策、課題改善度

④業務フローと提案された実施方針との整合性

③対応方針の実現性

⑤業務工程表と業務フローとの整合性

⑥工程管理に対する具体的な提案（種々の体制等）

【評価項目（実施方針）の改定案】

❶目的、条件、内容の理解度 ①業務の課題に対する対応方針

❸業務の特殊性に基づいた着眼点

❹業務における着目点、留意点とその対応

❷実施フロー、工程表の妥当性

品 質 向 上

・妥当性

【実施体制】

実 施 体 制

・適切性

現 地 体 制

⑧適切性

※【測量・地質・用地等
現地での作業が主となる業務】

１５点〔４項目〕 ３０点〔７(８)項目〕

【ガイドライン改定（案）】
○現状の評価項目では、十分な差が付きづらいことから、評価項目を見直す

業務ガイドラインの改定について

６

（総合評価落札方式【１：１、１：２】） 中部地方整備局

従

来

の

評

価

項

目

を

融

合

・
再

構

築



【機密性２】業務ガイドラインの改定について

　・競争参加資格要件は必要最小限とし、透明性及び競争性の確保に努める

　・競争参加資格要件、評価基準の包括的審査

　・業務の概要 10
　・競争参加資格確認申請書及び技術提案書の提出方法 ～

　・業務概要の詳細な情報 20

　・技術提案書の作成・提出に関する留意事項 日

　・競争参加資格、技術提案書等の評価基準　等
　*
***

*

*

競争参加資格がない者には理由を付して通知

　・ヒアリングの日時等の通知

　・１：３は必ずヒアリングを実施

　・１：２は必要に応じてヒアリングを実施

　・技術提案書評価案の意見聴取

予定価格の作成：3日以内　
　*

　履行確実性評価・技術提案書評価

（開札後の審議とする）

・落札者には落札決定通知

・落札者できなかった者には落札できなかった旨を通知

・技術提案書が不適当又はヒアリングが不適当な者については入札を無効にした旨の通知

＊ 行政機関の休日に関する法律（昭和63年法律第91号）第1条に規定する行政機関の休日を含まない。
＊＊ 競争参加資格がないと認めた理由の説明要求があった場合、必要日数を確保して延期する。
＊＊＊ テーマを求めない場合は10日とする。テーマを求める場合は、難易度に応じて15日～20日とする。
＊＊＊＊ 「８日以上」とは、企業の見積期間を５日以上、入札１日、予定価格作成1日、開札１日としており、最短期間の８日を提示しているものである。

※ 技術提案書、その他総合評価にかかる評価点の審議は、開札後の審議とする。

「開札後の審議」を「入札書の締め切り後」に読み替えることができる

但し、開札後に低入札等で履行確実性の評価が１ ． ０ ０ 未満となる場合は開札後にあらためて審議を実施する。

※ 予定価格の作成は、入札書の提出期限から開札までの間に作成するものとする。

10

総合評価審査委員会

建設コンサルタント選定委員会
入札・契約手続き運営委員会

入札公告、入札説明書の交付開始
競争参加者の資格に関する公示

（設計共同体公示）

5
競争参加資格要件の確認

日
設計共同体認定

建設コンサルタント選定委員会
入札・契約手続き運営委員会13

以

設計共同体資格認定の通知

内

～

20

日
　*

***

競争参加資格確認申請書、
技術提案書の提出期限

設計共同体資格認定申請期限

ヒアリング

理由の説明要求に係る回答

～

18

日
競争参加資格確認通知

　*
　**

技術点の付与

ヒアリング日時等の通知
競争参加資格がない

場合の説明要求

落札者の決定

総合評価審査委員会

開札

履行確実性の評価

建設コンサルタント選定委員会
入札・契約手続き運営委員会

入札

5
日

3
日
以
内

＊

5
日
程
度

８
日
以
上
＊
＊＊
＊＊＊＊

＊

【参考】

価格点 技術点

１：１ 60 60

１：２ 30 60

１：３ 20 60

評価値＝価格点＋技術点

　価格点＝価格点の配分点×（１－入札額／予定価格）

　技術点＝評価基準に基づき評価した合計点

評価値配点割合
配分点

（総合評価落札方式（見積徴集なし）

【改定後】

◆１：１、１：２はテーマを求めないため、公告から競争参加資格確認申請書、技術提案書の提出期限までの期間の表現
を変更。 １０～２０日→１５日

【改定前】

７

中部地方整備局



【機密性２】業務ガイドラインの改定について
（総合評価落札方式（見積徴集あり）

【改定後】【改定前】

◆１：１、１：２はテーマを求めないため、以下の期間の表現を変更。
・採用歩掛の公表から技術提案書の提出期限 ：１０～１５日→１０日
・入札公告、入札説明書の交付開始から競争参加資格確認通知：２５～３５日→２５日～３０日

　・競争参加資格要件は必要最小限とし、透明性及び競争性の確保に努める

　・競争参加資格要件、評価基準の包括的審査

　・業務の概要 10
　・競争参加資格確認申請書及び技術提案書の提出方法 日

　・業務概要の詳細な情報 以

　・技術提案書の作成・提出に関する留意事項 上

* 　・競争参加資格、技術提案書等の評価基準　等 　　*

　・見積条件　等

　 　　*

*

　・競争参加資格確認申請書を提出した者にメール、FAXにて通知

*

＊＊＊

*

競争参加資格がない者には理由を付して通知

　・ヒアリングの日時等の通知

　・１：３は必ずヒアリングを実施

　・１：２は必要に応じてヒアリングを実施

　・技術提案書評価案の意見聴取

予定価格の作成：3日以内　
　*

　履行確実性評価・技術提案書評価

（開札後の審議とする）

・落札者には落札決定通知

・落札者できなかった者には落札できなかった旨を通知

・技術提案書が不適当又はヒアリングが不適当な者については入札を無効にした旨の通知

＊ 行政機関の休日に関する法律（昭和63年法律第91号）第1条に規定する行政機関の休日を含まない。
＊＊ 競争参加資格がないと認めた理由の説明要求があった場合、必要日数を確保して延期する。
＊＊＊ テーマを求めない（実施方針のみ）場合、10日とする。テーマを求める場合は、15日とする。
＊＊＊＊ 「８日以上」とは、企業の見積期間を５日以上、入札１日、予定価格作成1日、開札１日としており、最短期間の８日を提示しているものである。

※ 技術提案書、その他総合評価にかかる評価点の審議は、開札後の審議とする。

「開札後の審議」を「入札書の締め切り後」に読み替えることができる

但し、開札後に低入札等で履行確実性の評価が１ ． ０ ０ 未満となる場合は開札後にあらためて審議を実施する。

※ 予定価格の作成は、入札書の提出期限から開札までの間に作成するものとする。

理由の説明要求に係る回答

履行確実性の評価

建設コンサルタント選定委員会
入札・契約手続き運営委員会

落札者の決定

技術点の付与

総合評価審査委員会

入札

開札

ヒアリング日時等の通知

ヒアリング

競争参加資格がない
場合の説明要求

競争参加資格確認通知

技術提案書の提出期限

5 競争参加資格要件の確認
日

以

内 建設コンサルタント選定委員会
入札・契約手続き運営委員会

設計共同体資格認定の通知
10

～

採用歩掛の公表

日 以
　* 内

15

日

競争参加資格確認申請書
（見積書含む）

設計共同体資格認定申請期限

25
設計共同体認定

～5
見積の検証

35 日

日

以

上

10

総合評価審査委員会

建設コンサルタント選定委員会
入札・契約手続き運営委員会

入札公告、入札説明書の交付開始
競争参加者の資格に関する公示

（設計共同体公示）

5
日

3
日
以
内

＊

5
日
程
度

８
日
以
上

＊
＊＊
＊＊＊＊

＊

＊
＊＊
＊＊＊＊

８
日
以
上

【参考】

価格点 技術点

１：１ 60 60

１：２ 30 60

１：３ 20 60

評価値＝価格点＋技術点

　価格点＝価格点の配分点×（１－入札額／予定価格）

　技術点＝評価基準に基づき評価した合計点

評価値配点割合
配分点

８

中部地方整備局



【機密性２】業務ガイドラインの改定について

○令和２年１１月の「建設コンサルタント業務等における入札・契約手続きに関するガイドライン」改訂に
伴い、「技術者の優良表彰」の評価項目を除外し、「ＣＰＤ」と「幅広い取り組み姿勢」とを合わせた評価
とする。

○幅広い取り組み姿勢のうち、「学会誌への投稿の実績」について公告日より過去２年以内とする

企
業

１０

実績 ２

成績 ４

表彰 ２

拠点 ２

管
理
技
術
者

２０

資格 ３

実績 ３

成績 １０
表彰 4

ＣＰＤ 2

幅広い取り
組み姿勢

2

上限
４

ＣＰＤ 2

幅広い
取り組
み姿勢

2

企
業

１０

実績 ２

成績 ４

表彰 ２

拠点 ２

管
理
技
術
者

２０

資格 ３

実績 ３

成績 １０

若手技術者が
不利とならな
いよう表彰項
目を削除し、品
質向上に資す
る項目を追加

【改定前】 【改定後】

中部地方整備局

※幅広い取り組み【学会誌への投稿の実績】
公告日より過去１年以内の実績

※幅広い取り組み【学会誌への投稿の実績】
公告日より過去２年以内の実績

※

※

【管理技術者評価項目の見直しについて】
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【機密性２】

○ＣＰＤの評価期間については、令和２年８月１日以降発注の令和２年度業務及び令和３年
度実施業務に限り、評価期間を２カ年に延長しているため継続していく。

過去１年間
（公示日（公告日）が令和2年6月1日であれば令
和元年6月2日から１年間）

証明期間 発行

証明期間 発行

証明期間　　　　　　　　　　　発行

証明期間　　　 発行

証明期間 　　　　発行

証明期間 　　　　発行

公示日
（公告日）

参加表明書
提出期限

・・・・・○

・・・○・・・・・・・・

・・・・・・・・・・○

▼　　　　　　　　　　　　　　　　 ▼ ▼

・・・○・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

評価対象
・・・・・・・・・・○

評価しない

評価対象

評価しない

評価対象

評価対象

・・・○・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

公示日
（公告日）

証明期間

・・・・・○

発行

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・○

発行

・・・・・○

発行

・・・・・・・・・・・○

発行

・・○

　　　　発行

・・・・・○

発行

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・○

証明期間

証明期間

発行

評価対象
証明期間

評価期間

過去２年間
（公示日（公告日）が令和2年8月1日であれば平成30年8月2日からの
２年間）

評価対象

参加表明書提
出期限

　　　　　　　　　　　　　　　▼　　　　　 ▼ ▼

評価対象

評価対象
証明期間

評価対象

評価しない

評価しない

証明期間

証明期間

【CPDの評価期間の考え方】

業務ガイドラインの改定について

※ＣＰＤの証明期間に関して変更するものでは無いため、

証明期間に関してはＣＰＤ協議会ごとに定められた

証明期間のとおりとする。

中部地方整備局
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